
1

つ る 舞 う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た県 紋 章

令和３年９月１４日（火） 第９９３５号

目 次■

ページ

告 示

○定例県議会の招集（財政課） ２

○電線共同溝を整備すべき道路の指定（道路管理課） ２

公 告

○土地改良区の定款変更認可（農村整備課） ２

第９９３５号令和３年９月１４日（火） 群 馬 県 報



2

告 示■

◎群馬県告示第２４７号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条及び第１０２条の規定により、令和３年９月２１日、定例県

議会を前橋市に招集する。

令和３年９月１４日

群馬県知事 山 本 一 太

◎群馬県告示第２４８号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整

備すべき道路を次のとおり指定した。

令和３年９月１４日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の種類 路線名 区 間

県道 前橋赤城線 前橋市若宮町四丁目５０４番の２１地先から同市上細井町１９２９
番の１地先までの上下線

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により笹川沿岸土地改良区の定款の変更を令和

３年９月６日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和３年９月１４日

群馬県知事 山 本 一 太
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